
福井県屋外広告物条例施行規則（昭和３９年福井県規則第５４号） 新旧対照表 

 

改正後 改正前 
  

（許可等の期間の更新の申請） 

第１２条 条例第１１条第３項の規定による許可等の期間の更新を受けようとす

る者は、屋外広告物等表示（設置）許可申請書（様式第１号）または屋外広告

物等表示（設置）確認申請書（様式第２号）に次に掲げる書類を添えて知事に

申請しなければならない。 

⑴ はり紙またははり札については、その現況を確認するために最も適当と認

  められるものを撮影した天然色の写真（申請日前７日以内に撮影したものに

  限る。） 

 

⑵ 前条第１号に掲げる広告物等（許可等の期間が１年以内のものを除く。）

については、次に掲げる書類 

ア 広告物等の現況を撮影した天然色の写真（申請日前３月以内に撮影した

ものに限る。） 

イ 屋外広告物等安全点検報告書（様式第８号）（申請日前３月以内に実施

したものに限る。） 

⑶ 前条第２号に掲げる広告物等（はり紙およびはり札を除く。以下この号に

おいて同じ。）については、次に掲げる書類 

ア （略） 

イ 屋外広告物等（簡易広告物）安全点検報告書（様式第７号）（申請日前

７日以内に実施したものに限る。） 

⑷ 前３号の広告物等以外の広告物等については、次に掲げる書類 

ア （略） 

イ 屋外広告物等安全点検報告書（様式第８号）（申請日前１月以内に実施

したものに限る。） 

２ 前条第１号に掲げる広告物等（許可等の期間が１年以内のものを除く。）

で、地上から広告物等の上端までの高さが４メートルを超えるものに係る屋外

広告物等安全点検報告書については、次のいずれかに該当する者が点検したも

のでなければならない。 

⑴ 条例第３９条第１項各号に掲げる者 

（許可等の期間の更新の申請） 

第１２条 条例第１１条第３項の規定による許可等の期間の更新を受けようとす

る者は、屋外広告物等表示（設置）許可申請書（様式第１号）または屋外広告

物等表示（設置）確認申請書（様式第２号）に次に掲げる書類を添えて知事に

申請しなければならない。 

⑴ はり紙またははり札については、次に掲げる書類のうちいずれかの書類 

ア はり紙またははり札の現況を確認するために最も適当と認められるもの

を撮影した天然色の写真（申請日前７日以内に撮影したものに限る。） 

イ 屋外広告物（はり紙・はり札）自己点検報告書（様式第７号） 

 

 

 

 

 

 

⑵ 前条第２号に掲げる広告物等（はり紙およびはり札を除く。以下この号に

おいて同じ。）については、次に掲げる書類 

ア （略） 

イ 屋外広告物等安全点検報告書（様式第８号） 

 

⑶ 前２号の広告物等以外の広告物等については、次に掲げる書類 

ア （略） 

イ 屋外広告物等安全点検報告書（様式第８号） 

 

 

 

 

 

 



⑵ 第３２条第２項各号に掲げる者 

⑶ 屋外広告業の事業者団体が公益目的事業として実施する広告物等の点検に

関する技能講習の課程を修了した者 

３ 第１項の規定による申請は、第１項第１号および第３号の広告物等にあって

は許可等の期間の満了の日の３日前までに、第１項第２号および第４号の広告

物等にあっては許可等の期間の満了の日の１０日前までに、それぞれ行わなけ

ればならない。 

４ （略） 

 

 

 

２ 前項の規定による申請は、前項第１号および第２号の広告物等にあっては許

可等の期間の満了の日の３日前までに、前項第３号の広告物等にあっては許可

等の期間の満了の日の１０日前までに、それぞれ行わなければならない。 

 

３ （略） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第７号および様式第８号を次のように改める。 

 

改正後 改正前 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改正後 改正前 

  



 

   附 則 

 この規則は、令和８年１０月１日から施行する。 


